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条

例

町
村
の
合
併
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
四
号

町
村
の
合
併
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

(
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
青
森
県
八
戸
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢
南
郷
村

倉
石
村｣

を

｢

南
郷
村｣

に
改
め
る
。

(

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
青
森
県
五
戸
警
察
署
の
項
中

｢

、
倉
石
村｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� ��



青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
五
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条

の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項

第
十
四
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三

第
四
項
第
十
三
号
ハ｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ニ
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第

十
四
号
ニ
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
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四
項
第
十
三
号
ハ｣

に
改
め
、
同
表
第
二
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ニ
若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項

第
十
四
号
ニ
若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
六
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中

｢

混
和
等｣

を

｢

製
造
等｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
五
項
中

｢

公
益
法
人
等

(｣

の
下
に

｢

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
、｣
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
中

｢

、
老
年
者
控
除
額｣

を
削
る
。

第
七
十
七
条
第
二
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫｣

の
下
に

｢

、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構｣

を
加
え
る
。

第
九
十
三
条
の
二
第
一
項
中

｢

地
域
振
興
整
備
公
団｣

を

｢

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構｣

に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
五
第
一
項
中

｢

中
小
企
業
総
合
事
業
団
か
ら
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
資
金
の
貸
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付
け
又
は
施
設
の
譲
渡
し
を
受
け
て
、
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化｣

を

｢

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
か
ら
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法

(

平
成
十

四
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
連
携
等
又
は
中
小
企
業
の
集
積
の
活
性
化｣

に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
譲
渡
す
る
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
の
特
例)

第
九
十
三
条
の
十

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
、
そ
の
譲
渡
す
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
住
宅
の
譲
渡
と
併
せ
て
譲
渡
す
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
土
地
の
上
に
新
築
し
た
当
該
住
宅
が
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
不
動
産
取
得
税
の
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
当
該
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
つ
た
日
に
そ
の
取
得
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
。

第
百
九
十
四
条
第
四
項
中

｢

混
和
の｣

を

｢
製
造
の｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
中

｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
五
十
六
条
の
二
の
四｣

を

｢

第
五
十
六
条
の
二
の
五｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例)

第
三
条
の
三
の
二

平
成
十
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
県
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
均
等
割
の
納
税
義
務
を
負
う

夫
と
生
計
を
一
に
す
る
妻
で
夫
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
係
る
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

千
円｣

と
あ
る
の
は
、

｢

五
百
円｣

と
す
る
。

附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

平
成
六
年
三
月
三
十
一
日

(

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
四
年
三
月
三
十
一
日)

ま
で
に
新
車
新
規

登
録
を
受
け
た
自
動
車

(

前
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。)

平
成
十
七
年
度
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五

平
成
七
年
三
月
三
十
一
日

(

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日)

ま
で
に
新
車
新
規

登
録
を
受
け
た
自
動
車

(

前
各
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。)

平
成
十
八
年
度

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫｣

の
下
に

｢

、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
五
条
第
五
項
、
第
百
九
十
四
条
第
四
項
及
び
第
百
九
十
七
条
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
附

則
第
九
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例(

以
下｢
改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
第
九
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関
す
る

法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号)

の
施
行
の
日
以
後
に
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
条
例
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
六
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
建
設
業
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
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青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
七
号

青
森
県
建
設
業
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
建
設
業
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
七
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

手
数
料
は｣

の
下
に

｢

、
建
設
業
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号)

第
二
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
八
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
港
湾
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

制
限
区
域
の
指
定)

第
十
六
条

知
事
は
、
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
港
湾
施
設
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に
対
し
て
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
危
害
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
正
当
な
理
由
な
く
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
区
域

(

以
下

｢

制
限
区
域｣

と
い

う
。)

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
制
限
区
域
の
指
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
区
域
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

制
限
区
域
の
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
よ
り
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
等
を
議
会
の
議
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
九
号

青
森
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
等
を
議
会
の
議
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
る
条
例

(

目
的)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
等
を
議
会
の
議

決
す
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
る
と
と
も
に
、
計
画
の
立
案
段
階
か
ら
議
会
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
県
行
政
の
透
明
性
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
視

点
に
立
っ
た
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
県
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)
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第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て

｢

基
本
計
画｣

と
は
、
次
に
掲
げ
る
計
画
を
い
う
。

一

県
行
政
全
般
に
係
る
政
策
及
び
施
策
の
基
本
的
な
方
向
を
総
合
的
か
つ
体
系
的
に
定
め
る
計
画

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
民
生
活
に
関
係
が
深
く
、
か
つ
、
県
行
政
の
運
営
上
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
分
野
に
お
け
る
政
策
及
び
施
策
の
基
本
的
な
方
向
を
定

め
る
計
画

(
法
令
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
る
も
の
及
び
計
画
期
間
が
五
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

(

議
会
の
議
決)

第
三
条

知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関

(

以
下

｢

知
事
等｣

と
い
う
。)

は
、
基
本
計
画
の
策
定
、
変
更

(

次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

又
は
廃
止
を

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

(

廃
止
の
場
合
は
、
そ
の
旨)

に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

基
本
計
画
の
計
画
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

二

基
本
計
画
の
推
進
に
係
る
基
本
構
想
に
関
す
る
こ
と
。

三

基
本
計
画
の
実
施
に
関
し
必
要
な
政
策
及
び
施
策
の
う
ち
重
要
な
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

(

立
案
過
程
に
お
け
る
報
告)

第
四
条

知
事
等
は
、
基
本
計
画
の
策
定
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
立
案
過
程
に
お
い
て
、
基
本
計
画
の
策
定
の
目
的
又
は
変
更
の
理
由
及
び
そ
の
案
の
概
要

を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

知
事
等
へ
の
意
見)

第
五
条

議
会
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
の
理
由
に
よ
り
、
基
本
計
画
の
変
更
又
は
廃
止
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
等
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
降
に
策
定
さ
れ
る
基
本
計
画
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
策
定
さ
れ
て
い
る
計
画
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
計
画
は
、
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
計
画
と
み
な
す
。

一

青
森
県
環
境
計
画

二

青
森
県
社
会
福
祉
基
本
計
画

三

青
森
県
工
業
振
興
促
進
計
画

四

青
森
県
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン

五

青
森
県
文
化
観
光
基
本
計
画

六

二
十
一
世
紀
青
森
型
農
業
の
発
展
方
向

七

青
森
県
森
林
・
林
業
基
本
計
画

八

新
青
森
県
水
産
振
興
プ
ラ
ン

九

第
三
次
青
森
県
長
期
総
合
教
育
計
画
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